
保護者の皆さまへのお願い 

保育所等は原則，開所する施設として位置付けられています。各園での感染拡大を

防止するためにも，お子さんや御家族が濃厚接触者に特定された場合，または，PCR

検査を受けた場合には，速やかに，御利用の保育所等に御連絡をお願いします。 

 

  

 

 

 

＜受診・相談センター＞

時間：9時 00 分～21 時 00 分（土曜日・日曜日・祝日も対応） 

場所：鈴鹿保健所 

電話：059-392-5010 

※21 時 00 分～翌 9時 00 分までは 

三重県救急医療情報センター（059-229-1199）へ相談 

※電話での相談が難しい場合はメール（yakumus＠pref.mie.lg.jp）又は FAX（059-224-2344） 


